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厚生常任委員会 

 

 平成２５年６月１３日午前９時００分から第１会議室で開かれた。 

 

１．出席委員 

    ◎里川宜志子      ○辻  善次      宮﨑 和彦 

     小林  誠       吉野 俊明      伴  吉晴 

飯髙 昭二 

中西 議長 

 

２．理事者出席者 

町     長  小城 利重    副 町 長  池田  

     総 務 部 長  乾  善亮    住民生活部長  植村 俊彦 

福 祉 課 長  本庄 徳光    同 課 長 補 佐         中原  潤 

同 課 長 補 佐         安藤 容子    国保医療課長  寺田 良信 

 同 課 長 補 佐         田口 昌孝    健康対策課長  西梶 浩司 

 同 課 長 補 佐  増井つゆ子    環境対策課長         栗本 公生 

 同 課 長 補 佐         井上  究    同 課 長 補 佐         峯川 敏明 

 住 民 課 長  清水 昭雄    同 課 長 補 佐         鎌田 裕之 

 

３．会議の書記 

     議会事務局長         藤原 伸宏    同   係   長         大塚 美季 

 

４．審査事項 

     別紙の通り 
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 開会（午前９時００分） 

 署名委員 小林委員、吉野委員 

 

では、定刻になりましたので、さっそく委員会のほうを始めたいと思

います。 

全委員出席されておりますので、本日の会議を開きます。 

初めに、町長のご挨拶をお受けいたします。 小城町長。 

 

（ 町長挨拶 ） 

 

それでは最初に、本委員会の会議録署名委員を私のほうから指名いた

します。 

署名委員には、小林委員、吉野委員のお二人を指名いたします。 

両委員にはよろしくお願いいたします。 

本日の審査案件は、お手元に配布しておりますとおりでございます。 

今回の委員会は付託議案がございませんので、初めに、１．継続審査

についてを議題といたします。（１）環境保全及びごみ減量化・資源化

の推進に関することについてを議題といたします。 

理事者の報告を求めます。 栗本環境対策課長。 

 

それでは、継続審査であります環境保全及びごみ減量化・資源化の推

進に関することにつきまして、ご説明をさせていただきます。 

 今委員会におきましては、平成２４年度のごみ・資源物の処理状況等

がまとまりましたので、そのご報告と、先般、６月１日に開催をいたし

ました、いかるがの里クリーンキャンペーンの開催状況につきまして、

ご報告をさせていただきます。 

 まず、平成２４年度のごみ・資源物の処理状況等につきまして、資料

１をもとにご説明をさせていただきます。 

 資料１の、ごみ排出量の種類別・月別比較の１ページ目、家庭系廃棄

物につきましては、４段目の有害・危険なごみにつきまして、平成２３
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年度と比較をいたしまして、平成２４年度では、増加をしておりますが、

それ以外の可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみにつきましては、いずれも平

成２３年度と比較をいたしまして、排出量は減尐をしております。４種

類の合計で、平成２４年度では、平成２３年度と比較をいたしまして、

４％、量にいたしまして、約１５３ｔ減尐の３，５５８．３８ｔの排出

量となっております。 

 次に、２ページ、家庭系資源物の排出量であります。 

 １段目のビン類・缶類、３段目のその他プラスチック類につきまして

は、平成２３年度と比較をいたしまして、排出量は減尐をしております

が、それ以外のペットボトル、食品トレイ、木くず・草類につきまして

は、平成２３年度と比較をいたしまして、微増の状況であります。 

 また、生ごみにつきましては、平成２４年度、モデル世帯が、平成２

３年度から１，８００世帯以上増加したこともございまして、２倍以上

の排出量となったところでございます。 

 このような状況から、資源物の排出量につきましては、平成２４年度

では、平成２３年度と比較をいたしまして５％、量にいたしまして約７

０ｔ増加の１，４４８．４８ｔの排出量となったところでございますが、

ごみ、資源物を合わせました家庭系の合計では、平成２３年度と比較を

いたしまして２％、量にいたしまして約８３ｔ減尐の５，００６．８６

ｔの排出量となったところでございます。 

 減尐の主な要因でございますが、特に、不燃ごみや粗大ごみの排出量

が、平成２２年度や平成２３年度と比較をいたしまして、平成２４年度

では大きく減尐しております。 

 はっきりしたことは申し上げられませんが、可能性として、平成２３

年７月の地上デジタル放送の開始によりまして、平成２２年度、あるい

は平成２３年度の不燃ごみ、粗大ごみの排出量に多尐なりともデジタル

放送の開始が影響を与え、平成２４年度では、その状況が落ち着いてき

たということも考えられるのではないかと思量しているところでありま

す。 

 次に、３ページ、事業系ごみについてであります。事業系の可燃物に
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つきましては、平成２４年度では、平成２３年度と比較をいたしまして

１％、量にいたしまして約１２ｔの微増であり、事業系の生ごみにつき

ましては、搬入量が減尐しているところであります。しかしながら、事

業系の木くず・草類につきましては、平成２４年度では、平成２３年度

と比較をいたしまして、１３３％と大幅な増となっております。そのこ

とによりまして、この事業系ごみの搬入量は、平成２３年度と比較をい

たしまして１０８％、量にいたしまして約９４ｔ増の１，３１２．６４

ｔとなっております。 

 増加の主な要因でございますが、大和川に自然に生えております樹木

につきまして、雨の後などは流れてきたごみがその樹木に引っかかった

ままの状態となっており、景観上もよくないことから、町のほうから大

和川河川事務所に対しまして樹木の伐採を要望しており、本年２月から

３月にかけまして樹木の伐採がされまして、町にその樹木を持ち込まれ

たことが増加の大きな要因でございます。 

 次に、４ページ、公共施設につきましては、平成２４年度では、平成

２３年度と比較いたしまして５％、量にいたしまして約１１ｔ減尐の２

０１．２ｔの排出となったところであります。 

 この結果、家庭系、事業系、公共施設を合わせました平成２４年度の

総排出量は、平成２３年度と比較をいたしまして、ほぼ同量の６，５２

０．７ｔでございました。 

 しかしながら、平成２４年度では、大和川の樹木伐採という通常時で

は排出されないごみが排出されておりますので、事実上は減尐傾向にあ

るというふうに考えているところであります。 

 また、５ページでは、斑鳩町で一番ごみの量が多かった平成１１年度

との年度別の比較表、６ページでは、斑鳩町の状況が国や奈良県と比べ

てどうなっているのかを比較しておりますので、後ほどご確認をいただ

ければと考えておりますが、総括的には、当町は、国や奈良県平均のご

み排出量よりも尐なく、逆に資源化率は、国や県平均よりも高い水準を

維持しており、引き続き、ごみの発生量が尐なく、発生しても、単に焼

却したり、埋め立てたりして処分する量が尐ないということで、全国的
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な課題であります最終処分場残余容量の延命に貢献しているものと考え

ているところであります。 

 当町におきましては、ごみ処理の新たな方針として、ゼロ・ウェイス

トの考え方を持って、脱焼却、脱埋立を目指しております。 

 このことから、平成２５年度におきましても、生ごみ分別収集モデル

世帯の拡充を図るとともに、環境井戸端会議の開催やごみのゆくえ探検

ツアーなどの意識啓発事業を進めながら、さらに焼却量や埋立量の削減

に努めていきたいと考えておりまして、当委員会にも、その状況につき

まして、ご報告申し上げてまいりたいと考えているところであります 

 次に、６月１日土曜日に開催いたしました、いかるがの里クリーンキ

ャンペーンの参加者等につきましてご報告をさせていただきます。 

 当日の参加者数につきましては、この日に合わせまして地域の清掃活

動をされました自治会も多くございまして、そういった方の参加も含め

まして、約２，７００名の方が、いかるがの里クリーンキャンペーンに

ご参加をいただいたところでございます。 

 当日、回収されましたごみは、可燃ごみで１５０㎏、不燃ごみ、粗大

ごみを合わせまして８２０㎏となっております。 

 予め決められたコースを清掃するのではなく、居住している地域を中

心に、町内を自由に清掃していただく方法に変更いたしましてから、５

回目の開催となりますが、毎年、２，０００名を越える方のご参加をい

ただき、地域に密着した活動になってきたのではないかと考えていると

ころであります。 

 また、クリーンキャンペーン終了後、役場正面駐車場で開催いたしま

した環境イベントにも多くの方にご参加いただき、特に、たい肥の配布

には、大勢の方が列を作られるなど、こちらも定着した事業になりつつ

あるというような感じがしております。 

 ごみを減らすことを推進している当課が担当するイベントで、家庭に

持ち帰ればすぐにごみとなるビニール袋を多く使用していたという反省

すべき点も今回ございました。次回の開催では、そういったところも改

善をしていきたいと考えているところであります。 
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 当日、委員の皆様も早朝からご参加いただきましたことに対しまして、

お礼申し上げまして、継続審査であります環境保全及びごみ減量化・資

源化の推進に関することにつきましてのご説明とさせていただきます。

以上です。 

 

ご苦労さまです。ただいま報告が終わりましたので､委員皆様のほうで

質疑、ご意見などがあればお受けいたします。いかがでしょうか。 

 

（ な  し ） 

 

特にないようですので、以上で、継続審査については終わらせていた

だきます｡ 

次に、２．各課報告事項についてを議題といたします。 

初めに（１）難聴児補聴器購入費の助成について、理事者の報告を求

めます。 本庄福祉課長。 

 

それでは、各課報告事項の（１）難聴児補聴器購入費の助成について

につきまして、説明のほうをさせていただきます。 

この助成制度につきましては、平成２５年度の新規事業として、本年

２月の本委員会でも説明をさせていただいておりますが、助成金交付要

綱の施行にあたりまして、その内容について、あらためてご説明をさせ

ていただきます。 

それでは、資料の２によりまして、説明をいたします。 

聴覚に障害がある場合、具体的には両耳の聴力のレベルが７０デシベ

ル以上の場合には、身体障害者手帳の交付対象となりまして、障害者総

合支援法に基づく補装具費の支給制度の対象となってまいりますが、聴

力のレベルが７０デシベル未満、この場合には手帳が交付されず、補装

具費の支給制度の対象となってまいりません。 

しかしながら、児童の場合には、聴力のレベルが７０デシベル未満の

軽度あるいは中等度であっても、言語の習得や集団生活への適応等のた
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め、補聴器の装用が必要となる場合がございます。このような軽度・中

等度の難聴の児童に対しまして、補聴器の購入費用の一部を助成するこ

とにより、難聴児の健全な発達を支援し、その福祉の増進を図ろうとす

るものでございます。 

なお、負担割合につきましては、奈良県の補助金交付要綱によりまし

て、本人が３分の１、奈良県が３分の１、市町村が３分の１となってお

りますので、よろしくお願い申し上げます。 

それでは、恐れ入りますが、資料２の末尾の要旨をご覧いただけます

でしょうか。 

はじめに、主な制定内容の（１）助成の対象補聴器、要綱の第３条関

係でございます。 

助成の対象となる補聴器は、こちらにお示ししております１０種類の

補聴器としておりまして、また、それぞれの補聴器について基準価格を

定めております。 

この基準価格につきましては、身体障害者の補装具費の支給制度の基

準価格、こちらに準じて定めておりまして、その金額は、３万４，２０

０円から１３万７，０００円となっております。 

次に（２）助成の対象者（第４条関係）でございます。助成を受ける

ことができる者は、町内に住所を有する１８歳未満の難聴の児童であっ

て、次に掲げる要件をすべて満たす者であることとしております。 

その要件でございますが、一つ目の要件といたしまして、両耳の聴力

のレベルが３０デシベル以上７０デシベル未満であることとしておりま

す。ただし、聴力のレベルがその範囲外であっても、医師が補聴器の装

用の必要を認めた場合には、要件を満たすものとして対応してまいりま

す。 

二つ目の要件として、医師が、補聴器の装用により言語の習得等の一

定の効果が期待できると判断すること、三つ目の要件といたしまして、

身体障害者手帳の交付の対象とならないこと、この３つの要件をすべて

満たす者を対象としております。ただし、身体障害者に係る補装具費の

支給制度と同様に、世帯内に市町村民税の所得割額が４６万円以上の方
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福祉課長 

がおられる場合は助成の対象外とさせていただいております。 

次に（３）助成金の額（第５条関係）でございます。 

助成金の金額につきましては、補聴器の購入費の額と、先ほどの基準

価格、こちらを比較いたしまして、いずれか尐ない方の額に３分の２を

乗じて得た額としております。 

次に（４）交付申請、交付決定等（第６条、第７条関係）でございま

す。 

助成金の交付を受けようとする者、難聴児本人さんあるいはその保護

者となりますが、その者から、医師の意見書や補聴器の見積書等、関係

書類を添えて申請をいただきます。そして、その申請内容を審査いたし

まして、助成金の交付または不交付を決定してまいります。 

次に（５）助成金の請求（第９条関係）でございますが、助成金の請

求方法につきましては、補聴器を購入していただいた後に、当該補聴器

の領収書を添えて町に請求をしていただくこととしております。 

最後に、本要綱は公布の日から施行することとし、本日の委員会で説

明をさせていただいた後、速やかに公布をさせていただきます。 

以上、難聴児補聴器購入費の助成についての説明とさせていただきま

す。よろしくお願い申し上げます。 

 

ご苦労さまです。報告が終わりましたので、質疑、ご意見などがあれ

ばお受けいたします。 小林委員。 

 

 今、説明を受けまして、目的と斑鳩町がされる必要性というのは理解

できたんですけれども、ちょっと、私勉強不足か、どうしてこの時期に

されるのかわからないんで、国の制度が何か始まってこれをされるのか

というのが、ちょっと勉強不足でわからないので、教えていただきたい

のと、財源と、またこれに該当する方の人数というのを教えていただき

たいと思います。 

 

 ただいま、委員のご質問でございますが、まず、こちらの制度につき
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ましては、国の補助はございません。県の補助となりまして、県のほう

で４月１日付けで補助金の交付要綱を策定されましたことによりまし

て、今回、本町のほうで要綱を策定して町の負担分３分の１を含めて助

成をしてまいるということでございます。 

それと、該当者につきましては、この助成制度につきまして、県のほ

うから事前に情報提供がございましたので、養護学校等に確認をさせて

いただいておりますけども、現時点では対象者はいないということで、

確認をとらせていただいております。 

 

 他に何かございますでしょうか。 

 

（ な  し ） 

 

 そしたらすみません。私ちょっと１点だけ聞かせていただきたいんで

すけれども、県が４月１日付けで助成金を出すということの決定をされ

ているということで、これは、要綱は公布の日から施行しますというこ

とにはなっているんですけれども、当然、今年度に入ってからこういう

ものを、今、該当者はいないと言わはりましたけどね。これ、もしも該

当者がいた場合ですね、４月以降に購入されたという分についての申請

といったら本来可能なものなのかどうか、申請を出すときに、購入して

からどれぐらい経過したらもう申請が受け付けられないとか、これはま

あこの制度に限らずいろんな制度あると思うんですけど、購入する前に

ちゃんと相談をしておかないといけないのか、購入して数か月ぐらいた

ってからでもこういう申請が上がってきたらいいのかとかいう、そうい

うなんか限度みたいな、期間の限定みたいなものっていうのはあるのか

な、どうなのかなというのは、今ふっと思ったのですが。 

 

ただ今のご質問の件でございますけども、身体障害者手帳の交付を受

けておられる、補装具費の取り扱いと同様に、購入前に医師の意見書、

診断書等と見積書をもとに申請をいただきまして、まず交付の決定、あ
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委員長 

 

 

 

 

 

 

 

るいは不交付の決定をさせていただいた後に、購入をしていただくとい

う制度になっておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

該当者いないということですので、公布の日が県の決定からちょっと

遅れて町が決定するような形になってますのでね、本来やったらどうな

るのかなと、該当者がいないからあれやけど、該当者がいはった場合、

ちょっと気の毒かなと、そういう流れであったらね、っていうのをちょ

っと気になったもので。 植村住民生活部長。 

 

ちょっと補足で説明させていただきますが、県の補助につきましては、

４月１日に遡って適用されることになったんですが、実は、私どもに県

の補助要綱が確定したという連絡がきたのが、５月の半ばを過ぎており

ました。その時点で本町でもこの助成金の交付要綱を作る際に、例えば

４月１日までの遡及適用をするのか否かということについては、もちろ

ん検討させていただいておりますが、先ほど課長も申しましたように、

本町には該当者がいないと。これについて、以前、去年であれば相談を

受けているケースもあったんですが、その方につきましては身体障害者

手帳を取られましたので、それ以外の方についての相談は受けていない

という実情もございましたことから、今回は公布の日からというふうに

させていただいた経緯がございますので、ご理解いただきたいと思いま

す。 

 

せっかくこういう要綱を作っていただきましたので、特に子どもさん

の場合、言葉を獲得するということは非常に大事です。言葉の発達の障

害のない方でも、普通やと思っている方でも最近人と人とのコミュニケ

ーション力が落ちているというような、懸念される状況がある中で、そ

ういった人とのコミュニケーション力を身に付けていただくためにも、

やっぱり広くちゃんと広報していただいて、そういう心配のある方につ

いては、こういう要綱ありますよということでお知らせをしてあげて、

できるだけ使っていただけるような制度となるように私は願っておりま
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すので、よろしくお願いします。 

他に、よろしいございますか。 

 

（ な  し ） 

 

ないようですので、（２）国民健康保険税のコンビニ収納・ペイジー

収納の利用状況について、理事者の報告を求めます。 

寺田国保医療課長。 

 

それでは、各課報告事項の（２）国民健康保険税のコンビニ収納・ペ

イジー収納の利用状況について、ご報告をいたします。 

恐れ入りますが、資料３をご覧いただけますでしょうか。 

町では、平成２４年度から、町税等につきまして、納税者の利便性の

向上と収納率の向上を図るために、コンビニ収納・ペイジー収納を導入

いたしております。 

昨年度の国民健康保険税のその利用状況につきましてご報告をさせて

いただきます。 

まず初めに、納付方法別利用状況でございますが、国民健康保険税の

普通徴収全体の納付件数２４，２５８件のうち、コンビニ収納は３，２

５９件で、利用率は１３．４３％となっております。ペイジー収納は１

９６件で、利用率は全体の０．８１％となっております。 

次に、２番目のコンビニ収納の地域別の利用状況でございます。 

利用件数３，２５９件のうち、奈良県内での利用は２，７８３件、８

５．３９％、うち斑鳩町内では１，９１４件、５８．７３％、奈良県以

外の利用は４７６件、１４．６１％となっております。 

次に、３番目のペイジー収納のチャネル別の利用状況でございます。 

利用件数のうち、パソコンでの利用は７７件、３９．２９％、モバイ

ルでの利用は３件、１．５３％、ＡＴＭは１１６件、５９．１８％とな

っております。 

恐れ入りますが裏面をご覧いただけますでしょうか。 
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伴委員 

 

 

 

 

 

４番目の、時間帯別の利用状況でございます。 

コンビニ収納における時間帯別を利用割合を見てみますと、午前９時

から午後３時までの金融機関営業時間外での利用が５２．２６％ござい

まして、２４時間、曜日に関係なく、納付できる環境は、納税者にとっ

てはサービス向上につながったものと考えております。 

 以上、簡単ではございますけども、国民健康保険税のコンビニ収納・

ペイジー収納の利用状況の報告とさせていただきます。 

 

ご苦労さまです。報告が終わりましたので、委員皆さんのほうで質疑

やご意見などがありましたらお受けいたします。いかがでしょうか。 

伴委員。 

 

すみません、ちょっと確認させてほしいんですねんけど、確かコンビ

ニ収納、ペイジー収納を使われた場合、なんぼか業者さんっていいます

か、手数料がかかったと思うんです。非常にこれ利便が、選択、住民と

してですね、支払いの選択の幅が広がって、いい部分もある、確か手数

料かかったと思いますねんけど、どれぐらいの手数料でしたかな。 

 

コンビニ収納の場合、コンビニ収納機関手数料として１件６４円かか

ります。そして、ペイジー収納の場合、共同利用センター基本料といた

しまして月額６万円、そしてペイジーの従量使用料というのが別にござ

いまして、それが１件１５円、そして取り扱い手数料がその金融機関で

１件３３円の手数料がかかってきております。以上です。 

 

こんだけ、コンビニが３，２５９件ですか、ペイジーが１９６、これ

すぐ今答えていただけるかちょっとわかりませんけど、減額といいます

か、これによってどれぐらい本来入ってくる額が、手数料で、どれだけ、

利便と逆にこんだけ収入が減るといいますか、手数料で取られるという

金額は分かりますかな。もしすぐわからなければ後からでも構いません

が。 
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今、手持ちで持っている資料見てみますと、確かに今までの口座振替

の手数料、銀行の窓口で納められる場合は１件１０円で済みます。だか

ら１件、コンビニでしたら１件で６４円かかりますので、その差額が大

きいものとなってます。国民健康保険税で昨年の、２４年度のコンビニ

の手数料いくら払ったかというのを見てみますと、２０万８，５７６円、

そしてペイジー収納では４万６，６２０円、それと別に、納税者の方が

郵便局へ振込用紙で持って行かれる場合は１件１２０円かかります。そ

の手数料が去年で１１万６，８９０円かかってます。全体で３０万いく

らが国民健康保険税での、窓口そういう手数料がかかってきてます。そ

れとちなみに、コンビニとペイジー収納を導入したからといって収納率

が上がったかというのがどうかという点でございますけども、平成２４

年度の現年度の収納率が９３．２％、それで平成２３年度が前年度の年

より０．８ポイントアップしておりますが、これが直ちに、コンビニ収

納が直ちに収納率のアップに繋がったかというと、一概には言えないと

は思います。今まで銀行の窓口とかで納めはった人が、近くのコンビニ

が便利やからといって振込みに行きはったケースがございますので、導

入の効果についてはもう尐し詳しく検証していかなければならないとは

考えております。以上です。 

 

池田副町長。 

 

補足説明させていただきますと、まず、コンビニ収納を導入した時に、

督促状の発送件数が減ったか増えたか、恐らく減っていると思うんです

わ。納期内に役場や銀行に行くのに時間ないと、時間外しか時間ないと

いう方は、コンビニで時間外に納めていただくと。この方が例えば１０

０件、２００件ございましたら、町の督促の事務がなくなりますし、督

促の郵便料もなくなりますんで、それらも担当で当然分析しなければあ

きませんので、これらも含めますと、先ほど２０何万と言っております

けれども、考慮しますとやはり非常に効果があるものということで考え
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ておりますので、その経費も削減になったということでご理解いただき

たいと思います。 

 

 他に委員さんのほうで、何かございますでしょうか。 

 

（ な  し ） 

 

 そしたら、引き続きまして、住民の利便性を考えたこういう施策を、

より一層広報しながら進めていっていただきたいということで、以上終

わらせていただきます。 

それでは、次に（３）斑鳩町社会福祉協議会の高齢者等外出支援事業

の利用状況について、理事者の報告を求めます。 植村住民生活部長。 

 

それでは、報告の３番目、斑鳩町社会福祉協議会の高齢者等外出支援

事業の利用状況について報告をいたしたいと思います。 

この事業につきましては、去る４月２日、議員の皆様もご出席をいた

だく中、出発式を執り行いまして、ワゴン車３台によります「生き生き

号」と名称をつけました。運行を開始いたしましたところでございます。 

本日ご用意いたしております資料の４でございますが、その生き生き

号の４月、５月の利用状況を纏めたものでございます。運行している日

ごと、曜日では、火曜日、金曜日、日曜日でございます。それぞれの１

日の利用者数を数字で表しております。まず、①錦ヶ丘・緑ヶ丘コース、

それと②の神南・北庄・西の山コースにつきましては、１日２往復を運

行しております。また、③の白石畑・東里コースは、１日３往復でござ

います。まず、上段の表は４月分でございます。①の錦ヶ丘・緑ヶ丘コ

ースでは、合計（１３日間）の欄でございますが、月７５人、その下の

１日平均でございますが、５．７７人となっております。同様に、②の

神南・北庄・西の山コースでは、月６３人、１日平均４．８５人となっ

ております。また、③の白石畑・東里コースは、月１２５人、１日平均

９．６２人となっておりまして、３コース合計では、月２６３人、１日
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委員長 

平均２０．２３人でございました。 

また、下の段の５月分ではございますが、①の錦ヶ丘・緑ヶ丘コース

では、月７４人、１日平均５．６９人、神南・北庄・西の山コースは、

月７２人、１日平均５．５４人、③の白石畑・東里コースは、月１１９

人、１日平均９．１５人、３コース合計は、月２６５人、１日平均２０．

３８人という状況でございました。 

町長の冒頭の挨拶にもございましたが、利用者からは、概ね好評の声

をいただいているところでございまして、まずは順調に運行できている

ものと考えているところでござます。 

まだ運行２か月の状況でありますことから、今後も曜日別の乗降数な

ども留意していきたいと考えておりまして、より一層良い運行に努めて

まいりたいというふうに考えているところでございます。 

以上、社会福祉協議会の高齢者等外出支援事業の利用状況についての

報告でございます。 

 

ご苦労さまです。ただ今、報告が終わりましたので、何か質疑、ご意

見があればお受けいたします。 飯髙委員。 

 

今、利用状況を報告していただきまして、ただ、２か月の状況の中で、

どういうふうな声があるかということは、やはりこれから掴んでいただ

きたいと思います。過日、お１人の婦人の方から、この利用して、ずい

ぶん時間、次の来るのが待ったとかいう意見がございましたけども、い

ろいろその利用状況によって、まだ２か月ですから、なかなか内容のこ

とがわからないような感じもしますんでね、これからそういった声を１

つ１つ拾い上げていただきまして、その声の内容によりましては、やっ

ぱり改善が必要になってくるのかなと思いますので、その点についてま

たご注意を払っていただいて、また改善していただくよう、よろしくお

願いいたします。 

 

要望でよろしいですか。 
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要望としておいときます。 

 

他に委員皆さんのほうで、何かございますでしょうか。 辻委員。 

 

順調には、こんで推移したるかなというような気もします。特に曜日

で、日曜日が尐ないというのがありますけども、といいますと、５月１

９日の日曜日が多いということで、この辺ばらばらありますけど、今後

またこういう統計とりながら、また利用者の意見も聞きながら、できる

だけ多くの方に利用していただくように、またその辺も要望させていた

だきます。同じような意見ですけど。 

 

委員のほうからも、こういう要望がございます。本当に、車が運転で

きないとか、自転車乗るのが怖いというようになられた高齢者の方の外

出支援というのは重要な施策だと思いますので、今後も、地域公共交通

の協議会も立ち上げておられますが、あわせまして、将来に渡ってどう

あるべきなのかも含めて、よく検討していっていただきたいということ、

更にお願いをしておきたいと思います。 

それでは、以上で各課報告事項は終わりますが、その他に理事者のほ

うから報告しておくがございましたら、お受けいたします。 

植村住民生活部長。 

 

これも町長の冒頭の挨拶にもございましたが、私から、社会福祉協議

会が行います災害ボランティアバスについてご報告をいたしたいと思い

ます。 

東日本大震災が発生した平成２３年から、被災されました岩手県大槌

町の支援といたしまして、社会福祉協議会が災害ボランティアバスを運

行しておりますが、今年度もそのバスの運行を実施するものでございま

す。 

日程でございますが、８月９日（金）から８月１２日（月）までの３
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泊４日を予定しておりまして、今回は土曜日、日曜日も含む日程といた

したところでございます。 

活動内容につきましては、平成２３年度、２４年度が泥かきや海岸の

ごみ拾い等の活動が中心ではございましたが、今年度は、仮設住宅での

炊き出し、またそれらを通じての交流活動を中心とする予定としている

ところでございます。 

既に社協だよりによりまして募集をしているところでございますが、 

現在、応募者数は１０人というところでございます。以上で社会福祉協

議会の災害ボランティアバスの運行についての報告とさせていただきま

す。 

 

ご苦労さまです。ただいまの報告につきまして、何か質疑、ご意見ご

ざいますでしょうか。 小林委員。 

 

前回に、若い人たちも参加できるようにということで、土日というこ

とも要望させていただきましたけれども、それで今回ちょっと若い方も

増えているということなんですけれども、またですね、若い人行けるよ

うにということも配慮して要望させていただいたんですけれども、若い

人が社協だよりを見るかということと、社協のホームページを見るかと

いうと、なかなか難しいなということも考えられますので、また来年で

も構いませんけれども、今年度でも構いませんけれども、広報いかるが

か、いかるがだよりにも、あわせて掲載されると、もうちょっと募集し

た段階でもっといろんな住民の方が知って、今の段階で１０人というこ

とですけれども、もっと人数が増えると思いますので、ちょっと参考に

というか、今後それも検討していただきたいというふうに要望だけさせ

ていただきます。 

 

よろしいですか。 

実は私も、昨年参加されました方が、今年もありますねという話を持

ちかけまして、するとその方が知らなかったと、いつそんなんあったっ
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て、気つけているつもりやってんけど、知らなかったと。つい昨日の話

なんですが、事務局長に問い合わせましたら、５月の社協だよりに載せ

ていたということで、ところが今、小林委員もおっしゃられたように、

それを見逃しておられる。去年行ってはった方でも、見逃しておられる

というような現状が今年ちょっと見受けられまして、今日さっそく社協

のほうへ行きますとおっしゃっていただいてました。ですから、広報を

する、お知らせをするという方法については、広く、やっぱりより多く

の方に知っていただけるということを、そしてまた、そういう事業を社

協がやっているということも、あわせて多くの町民の方に知っていただ

くことというのは、大切なこと、社協の存在というものを知っていただ

くためにも大切だと思いますので、また、今後そのことも含めまして、

十分な広報、周知をしていっていただきたいということをお願いしてお

きます。 伴委員。 

 

毎年ですねんけど、私もこれ参加させていただきたいと思うんですが、

どうしてもお盆休みの前になってしまって、実質１週間以上休暇を取ら

ないといけないような状況、これ私だけじゃないと思うんですね。やは

り働いている方でちょうど繋がってしまうと。だから、ちょっと時期を

ずらしていただくようなことがもしできるんであれば、また、働いてい

る方、今、同僚議員が話したような形で、参加される方が、また今まで

できなかった方ができる、気持ちはあるけどでけへんねんと、私以外に

もそういう声も聞きますんで、ちょっとまたその辺も検討していただき

たいと、お願いします。 

  

これも要望でよろしいですか。 

 

要望でございます。 

 

いろいろなご意見が出ました。ご意見を参考にしていろいろ検討して

いっていただきたいと思います。 
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委員長 

 

 

 

 

 

他に報告しておく事項はございませんか。 

 

（ な  し ） 

 

それでは、以上をもちまして、各課報告事項については、終わらせて

いただきます。 

続きまして、３．その他について、各委員皆様より質疑などがござい

ましたらお受けいたします。いかがでしょうか。 伴委員。 

 

ちょっと住民の方から耳にしたんですが、おむつ用のごみ袋なんです

けど、これ年６０枚もらってるんやと。その方は乳幼児と言いますか赤

ちゃんをお持ちの方でした。これ月あたり５枚やねんけど、夏場どうし

ても、週２回の収集があるんやけど、数が足らんねんと、いうような声

があります。実質この６０枚という数字からいくと、これまた有料の本

来入れていただくごみ袋があって、どうしてもおむつのために、そうい

う軽減するために、おむつ用のやつをやってもらっているんやと、その

辺も理解してほしいという話は、その方にはさせていただきましてんけ

ど、やっぱりもしそういう声もあると、その方だけでなく、どうしても

その時期、においの関係か、またどうしても年齢、１歳ぐらいの時かそ

れぐらいの方が、赤ちゃんが尿とかそういう形で枚数が多いのか、ちょ

っとその辺、僕も子どもが小さいときのこと忘れましてんけど、またそ

ういうことでちょっと検討していただければというようにちょっと思っ

てますので、よろしくお願いします。これも要望で結構でございます。 

 

これに関しましては、私、以前に担当課のほうに意見を申し上げたこ

とがございまして、０歳と１歳と２歳という、３歳未満まではおむつが

出るんですが、この年齢にあわせて同量、同数、枚数が出るんですね。

けれども、おむつを使う数というのは全然違ってまして、０歳、特に生

まれて間もない子どもさんについては、非常にたくさん使いますけれど

も、１歳を過ぎてくればおむつあまり使わないんですね。それが同数と
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委員長 

 

 

 

 

 

いうよりは、何か枚数ね、検討されて、年数上がったら尐し減らして０

歳のときちょっと多くしてあげるとか、なんかそういうのも検討したら

どうだろうかというような意見も、私自身も担当課に申し上げたことが

あるんですね。もうすでに８か月ぐらいからもう袋がなくて、ずっと可

燃ごみ袋に入れていただいて、今、委員がおっしゃられたように、あく

までもそういう子育て支援、また寝たきりの介護されている方の支援の

一部としてそういうことをやっている。それで足りなければ可燃ごみ袋

に入れていただきたいというのが本来の町の考え方のようですが、同じ

するのであれば、１歳や２歳で余らせはるぐらいやったら、０歳で余ら

ないような形の枚数提供はいかがでしょうかということも言ってた、以

前にね、こともございますので、その後検討していただけているのかど

うかはわからないんですが、ただ今、委員からもそういう意見もござい

ましたので、さらにそういう検討をしていっていただきたいということ

で、お願いだけ、私のほうからもさせていただいておきたいと思います。 

他に。 辻委員。 

 

先の全協のときに同僚議員から言われまして、その内容だけちょっと

確認だけさせていただきます。まず、先ほど報告ありましたいかるがの

里クリーンキャンペーンのところの地図で、幸前のとこが公園になって

あったと、幸前の公園か、地図になってあったということで、まだ公民

館、それと公民館は町は認めてないのやろうという意見もあって、それ

ともう１つ、２点目はまだ支払いが済んでいないというふうな感じで言

われてましたけども、その辺の確認だけお願いしたいと思いますけども。 

 

すみません。ちょっと、私のほうからも補足させていただきます。 

全協の中で、各委員長確認しておいてほしいということで言われまし

た。これ、幸前の問題につきましては、補償で公民館を建設をしている

と、私自身は認識をしております。そして、総務の関係のほうで、公民

館の補助金として一定出ていると思うんです。残り、本来自治会が負担

する分については補償という形で出ているというふうな認識を持ってお



 - 21 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

りましたところ、全協のほうでね、今、辻委員がおっしゃられたような

ことを地元議員がおっしゃられて、しかも、今後、そこを参議院選挙で

投票所に使いたいというようなことを言ってはるんやけども、これどう

なってるんやと、どういうことやと、これちゃんと補償で建てられたと

いう位置付けがされているのかどうかいうことでね、そういうご意見が

ちょっとあったものですから、私ら逆に驚きまして、私らはそういう認

識でそういう流れてきていると思っているのに、全協でそういう、まし

てや地元の議員さんからそういうご意見が出たものですから、改めまし

て、当委員会のほうで確認をさせていただきたいというふうに思うんで

すが。幸前に建設されました、あの幸前公民館という看板が上がってお

りますあの建物につきましては、補償で建てられたということ、それと

先日のクリーンキャンペーンのところで、公民館という表示がされてな

くて、公園という表示になっていた、この２点については、当委員会と

しては、そういう全協での発言もありましたので、確認をさせていただ

きたいと思いますので、よろしくお願いします。 小城町長。 

 

この関係等については、おっしゃってる議員さんが、担当の委員会で

もおっしゃいますけども、もっと明確に、やっぱり自治会長もされたわ

けですから、そのところを簡単にそういうことを言ってですよ、ただま

あ間違っているのは事実、公民館のところは元々公園でしたから、それ

を公園を公民館という名前をしなかったことは、これはもう事実でござ

いますけれども。それ以上に、やっぱり補償でありますけども、私のほ

うは申し上げているのは、地縁団体を早くしてくださいということを申

し上げているわけでございまして、なかなか、自治会長さんが替わって

おられて、また今もまた替わりましたから、そういう点については、担

当課から、地縁団体を早くしていただかなければいかんと。またその方

おっしゃるのは、何も町はまったくそんなこと言ってないのに、投票所

は従来の公民館でやってますから、それを、勝手でもう自分が、あたか

もそこへ変わるんやということをおっしゃるもんやから、そのことは別

の話であって、あくまでも公民館は公民館ありますから、今現状いって
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ますから、その場所がええのか悪いのかといったら、もう場所は狭いで

すし、まあなかなか前へ車も止められませんし、それで考えますと、や

っぱり現状、せやからその人は、そのおっしゃってる方は、自分がそこ

が嫌やからと、おっしゃるもんやから、こういうことをあえて、そんな

ことを言われたら、自治会長をされてたんですから、その辺のところは

やっぱりはっきりと、やっぱり私は委員会でも申し上げてます。 

やっぱりそのことを前のときも寄付金を２５万円か２０万円か貰われ

たやつは、その名目は違って、まあその自治会長は気を遣ってですね、

書かれたんです。それどうなってまんのと、こうおっしゃるもんやから、

それは寄付としてもらわはったら、それは寄付でよろしいやないかと、

何も町がもらうとか、町がそんだけ金ないのやったら、町へ、その２５

万円もらいなはれと、そんなことは私のほうがもらえることはございま

せんし、そこの自治会でされることですから。まあそういうことも申し

上げてます。まあせやからそういうことを全体協議会でおっしゃること

自体が私はどうも、何も、やっぱり自治会内の話ですから、そういうこ

とをもっとまとめていただきたいと思います。 

 

クリーンキャンペーンについては、ただいま町長のほうからもござい

ました。あくまでもプリント上、前年度がそうなっていたので今年度そ

のままちょっと使ったというような解釈でいいかというふうには思いま

すので、そこを捉えてね、なんかやいやい言うという内容のものではな

いというふうに確認はさせていただきました。 

ただ、あとですね、補償として建てているはずなのに、そうなってい

ないというような状況の中で、ややこしい話になっている。しかもです

ね、私達の観念では、補償でいろんなことをさせていただく時には、あ

くまでも地元で十分協議をしていただいて、地元の意見を重要視して、

地元でまとめた意見を持ってきていただいて、それに応える形で補償の

問題についてはこれまで取り組んできているというふうに認識しており

ますので、ただいまの町長のご意見聞きまして、私達も実は全協でそう

いう発言があったときにも、尐しびっくりはしていたんですが、委員長
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確認せよということでしたので、今申し上げまして、また町長のほうも、

町長の見解も聞かせていただきましたが、何か他に委員皆さんのほうで

更に何か聞いておきたいというようなことはございますでしょうか。 

 

 （ な  し ） 

 

理事者のほう、それ以上補足しておくっていうことは、何もございま

せんか。よろしいですか。 

 

（ な  し ） 

 

他に、その他について、何か委員皆さんのほうでお尋ねになりたいこ

とはございますでしょうか。 

 

（ な  し ） 

 

 それでは、以上でその他についても終わらせていただきたいと思いま

す。 

それでは、お手元に継続審査案件について、配布をさせていただいて

いると思いますが、閉会中の継続審査申出書のとおり、当委員会として

引き続き調査を要するものとして、このように決定することにご異議ご

ざいませんか。 

 

（ 異議なし ） 

 

異議なしと認めます。 

議長におかれましては、よろしく継続審査の手続きをとっていただき

ますようお願いいたします。 

それでは、これをもって、本日の案件につきましてはすべて終了をい

たしました。 
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なお、本日の委員会報告のまとめにつきましては、正副委員長にご一

任いただきたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

 

（ 異議なし ） 

 

異議なしと認めます。 

それでは、閉会にあたりまして、町長のご挨拶をお受けします。 

 

  （ 町長挨拶 ） 

 

それでは、これをもって厚生常任委員会を閉会とさせていただきます。 

皆さん、ご苦労さまでございました。 

 

                 （ 午前９時５８分 閉会 ） 

 

 


